
　本市の国民健康保険の財政状況は、歳入（国保税や国・県からの交付金など）が減少している一方、歳出（１
人当たりの医療費など）は増加し、赤字財政が続いています。このことを解消するため税率を見直しました。
　税率の見直しは、将来的に国保税が県内統一化されることを見据え、急激な負担の増加をさけるため、これま
で段階的に進めてきました。
　医療費が増加すると、その費用を補うため保険税の引き上げにつながります。日ごろから健康づくりに気を配
り、かかりつけ医やジェネリック医薬品の活用など医療費の抑制に心掛けましょう。

●国民健康保険税率などの改正内容

●国民健康保険税の減額対象者の拡大
　前年の世帯所得が一定以下の場合、その所得額に応じ、均等割額と平等割額が７・５・２割減額（申請不要）
されます。令和６年度は、５割と２割の減額対象者の範囲が次のとおり拡大されました。

●モデルケース別保険税（あくまで参考であり、世帯の状況によって異なる可能性があります。）

国民健康保険税の税率などが変わります
（１）被保険者数の減少・被保険者の高齢化 （２）医療費の増加

　国保加入者は年々減少しています。また、65歳以上
の被保険者の割合も４割を超えており、保険税収入の
減少や１人当たりの医療費増加の要因となっています。

（３）赤字（法定外繰入金）の状況（令和４年度）

　１人当たりの医療費は年々増加しており、その医
療費を賄うために、保険税率を上げざるを得ない状
況となっています。

赤字（法定外繰入金）とは？
　国保事業は一般会計と区別して運営していますが、
歳出超過のため、不足分を一般会計から補填してい
ます。一般会計の財源は、国保加入者以外からの税
金も含まれているため、負担の公平性が保たれない
状況となっています。今回の税率改定により、令和
６年度は収支の均衡を図ることができる見込みです。
しかし、今後も被保険者の減少と１人当たりの医療
費の増加が続くことが考えられ、計画的・段階的に
税率を見直す必要があります。

改正の背景

　医療機関へ支払っている診療報酬Aは県から普通交付金Bとして交付されます。県は県内全体の診療報酬を
賄うため、各市町村国保から納付金Cを徴収しています。納付金CはB・D・Eにそれぞれ分配されます。

医療費負担の仕組み（令和４年度決算ベース・1人当たりの平均額）

43万円＋29万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者）
＋10万円×（給与所得者等の数－１）

43万円＋53.5万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者）
＋10万円×（給与所得者等の数－１）

43万円＋29.5万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者）
＋10万円×（給与所得者等の数－１）

43万円＋54.5万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者）
＋10万円×（給与所得者等の数－１）

３人世帯
・世帯主（42歳）
総所得　400万円　

・妻（36歳）収入なし
・子（11歳）収入なし
R５保険税　59万1100円／年
R６保険税　64万4700円／年

差額＋53600円／年

２人世帯
・世帯主（70歳）
年金収入　200万円

・妻（68歳）
年金収入　80万円

R５保険税 10万2700円／年
R６保険税 10万8400円／年

差額＋5700円／年

単身世帯

・世帯主（50歳）
給与収入　120万円

R５保険税　7万1200円／年
R６保険税　7万7200円／年

差額＋6000円／年

減額割合 改正前（令和５年度） 改正後（令和６年度）

改正後（令和６年度）改正前（令和５年度）国民健康保険税の内訳
7.54%

2万8000円
2万8000円
65万円
3.09%

1万1000円
1万1000円
24万円
2.53%

1万9000円
17万円

7.52%
2万7000円
2万7000円
65万円
2.54%
1万円
1万円
22万円
1.91%

1万6000円
17万円

所得割　（所得に対して）
均等割　（加入者１人当たり）
平等割　（１世帯当たり）
賦課限度額
所得割　（所得に対して）
均等割　（加入者１人当たり）
平等割　（１世帯当たり）
賦課限度額
所得割　（所得に対して）
均等割　（加入者１人当たり）
賦課限度額

基礎分（医療保険分）
（国保加入者全員）

後期高齢者支援金等分
（国保加入者全員）

介護納付金分
（40歳～64歳の人のみ）

５割減額

２割減額

用語解説
基礎分（医療保険分）・・・・・・・・・・国保加入者の医療費に充てるもの
後期高齢者支援金等分・・・・・・・・・後期高齢者の医療費を、国保加入者が支援するもの
介護納付金分・・・・・・・・・・・・・・・・・・40歳以上65歳未満の国保加入者の「介護保険料」に当たるもの

県支出金など
60億8305万2千円
　　70.7％

　　保険税
17億4126万3千円
　　20.3％ 法定内繰入金

6億3347万7千円
7.4％
法定外繰入金
1億3690万8千円
1.6％

　一般会計繰入金
7億7038万5千円

　　9％

●問い合わせ先　国保年金課　☎（580)1846

H30 H31 R2 R3 R4

8万5199円 8万6499円 8万9808円 8万9354円 10万502円

35万3720円
36万9173円

35万2601円

38万6448円
39万2232円

1人当たり医療費

1人当たり保険税

H30

H31

R2

R3

R4

0人 5000人 1万人 1万5000人 2万人

64歳以下 65歳～74歳

1万9186人

1万8727人

1万8474人

1万8150人

1万7716人

61.7% 38.3%

61.2% 38.8%

60.3% 39.7%

59.2% 40.8%

59.3% 40.7%

医療
機関 県

被保険者

一部負担金
（医療費の２～３割）
５万1252円

診療報酬A
（医療費の７～８割）
32万7691円

保険税
10万502円

普通交付金B
32万7691円

納付金C
14万1961円

後期高齢者
医療保険

後期高齢者支援金E

介護保険

介護納付金D

被保険者証

診療など

険者
大野城市
国民健康保険
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